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米原市狩猟免許取得事業補助金交付要綱 

平成25年５月20日 

告示第170号 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、有害鳥獣による農林水産物への被害対策として、有害鳥獣を捕獲するた

めに必要な狩猟免許の取得に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するこ

とについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

(対象者) 

第２条 補助金の交付の対象者は、次の要件の全てを満たす者とする。 

(１) 新たに狩猟免許を取得した者であること。 

(２) 市内に住所を有し、納期限の到来した市税を完納していること。 

(補助対象狩猟免許の種類) 

第３条 補助の対象となる狩猟免許の種類は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成

14年法律第88号)第39条第３項に規定する網猟、わな猟、第一種銃猟および第二種銃猟免許と

する。 

(補助対象経費および補助金額) 

第４条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該年度に発生した狩猟

免許取得および狩猟者登録に係る経費のうち、次に掲げるものとする。 

(１) 受験写真代 

(２) 医師の診断書料 

(３) 受験手数料 

(４) 狩猟税 

(５) 狩猟者登録手数料 

２ 補助金の額は、補助対象経費の３分の２以内とし、１狩猟免許につき３万円を上限とする。 

(交付申請) 

第５条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第３条に規定する狩

猟免許の取得後、２か月以内に狩猟免許取得事業補助金交付申請書(様式第１号)に次の書類

を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 取得した狩猟免状の写し 

(２) 補助対象経費に係る領収書の写し 
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(３) 市税の納税証明書または非課税証明書の写し 

(交付決定) 

第６条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認める

ときは、狩猟免許取得事業補助金交付決定および額の確定通知書(様式第２号)により申請者

に通知するものとする。 

(補助金の請求) 

第７条 前条の決定を受けた申請者は、狩猟免許取得事業補助金交付請求書(様式第３号)を市

長に提出しなければならない。 

(助成金の交付手続の特例) 

第８条 この補助金の交付については、規則第22条の２の規定により、規則第８条の規定によ

る交付の決定の通知および規則第16条の規定による額の確定の通知は併合し、規則第15条の

規定による実績報告は省略するものとする。 

(その他) 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この告示は、告示の日から施行し、平成25年４月１日以後の狩猟免許取得に係る経費につい

て適用する。 


